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令和７年４月２３日 

 

入札説明書 
 

長崎県病院企業団 
 

 

１．「入札に関する条件」及び「注意事項」 

 

（１）工事番号、工事名称及び仕様 

   番号：第１号 

名称：長崎県対馬病院病棟改修工事 

   仕様：詳細は別添仕様書のとおり 

 

（２）工期 

   契約日から令和８年１月３１日まで 
 

（３）入札日時及び場所 

   入札日時：令和７年５月２３日（金）  午前１０時００分から 

   入札場所：長崎県対馬病院２階大会議室 

 

  ※なお、開札当日が悪天候（大雪等）等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に２
の（１） の部局に確認すること。 

 

（４）入札書の記載方法 

ア 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
イ 入札書に記載する金額は、消費税相当額を含まないものとすること。 

   なお、当該消費税相当額は当該代金の請求の時に加算すること。（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。） 

 ウ 入札金額（首標数字）は訂正することができない。 

 エ 入札書の提出後は、書き換え、撤回することができない。 

 オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印
が必要である。 

 

【注意事項】 

 ・入札書は封かん又は折りたたんで、入札会場に備置している入札箱に入れて下さい。 

  封筒に押印は不要です。 

 ・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用す    
る印鑑（代理人の場合は、代理人の印鑑となります。）を訂正個所に押印して下さい。 

 ・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。 

 ・入札書の宛名は、「長崎県対馬病院 院長 八坂 貴宏」宛として下さい。 

 ・入札書は別添の様式をコピーしたものを使用して下さい。 

 ・入札書の日付は入札日を記載して下さい。 
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（５）入札の無効 

    次の入札は無効とする。なお、下記のアからオにより無効となった者は、再度の入札に参加
できない。 

 ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

 イ 入札者が法令の規定に違反したとき。 

ウ 入札者が連合して入札したとき。 

エ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 

 オ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をしたとき。 

 カ 入札者又はその代理人が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。 
 キ 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できな

いとき。 
 ク 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 

 ケ 入札書の首標金額が訂正されているとき。 

 コ その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 
 
 

（６）落札候補者の決定方法 

 ア 開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最
低価格を提示した者を落札候補者とする。 

 イ 落札候補者となるべき最低価格者が複数の場合は、入札会場においてくじにより落札候補
者を決定する。また、最低価格から２番目、３番目に同額入札者が複数あったときにおいて
も、入札会場においてくじによりその順位を決定するものとする。この場合において、当該入
札者のうち入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入
札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

 【注意事項】 

 ・入札日において、第１回目の入札で落札候補者が決定しない場合、再度の入札を行うものとす
る。 

 
（７）落札者の決定及び通知 
 ア 落札候補者は、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して３日（休日を除

く。）以内に、資格審査に必要な書類を提出しなければならない。 
イ 提出を受けた書類を審査し、資格要件を満たしていることを確認した場合は、その者を落札
者と決定し、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。 

 ウ 落札候補者の審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないことを確認した場合は、その
者のした入札を無効としその者に通知する。この場合の落札候補者は、落札候補者の次に低い
価格で入札した者（次順位者）を落札候補者とする。この場合においては、（６）ア及びイの
取扱いを準用する。 

 エ 次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、順次準用する。 
 

（８）契約書の作成等 

 ア 落札通知を受けた日から７日以内に契約締結ができるよう手続きを行い、契約書を提出す
ること。 

 イ この業務契約は、世界貿易機関（ＷＴＯ）協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用を
受けないものである。 

 ウ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県病院企業団財務規程の定めるところ
による。 
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（９）競争入札の参加資格 

 ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（※）の規定に該当し
ない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な
同意を得ている者は同項の規定に該当しない者である。 

 イ 入札公告（令和７年４月２３日付け）の２に記載する「競争入札に参加する者に必要な資
格」を満たす者であること。 

 

  ※地方自治法施行令第１６７条の４第１項 

    普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る
契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができな
い。 

 
（10）各種規定の準用 
    入札公告等に記載のない事項については、「長崎県建設工事執行規則」、「長崎県建設工

事一般競争入札実施要綱」等、長崎県の要綱等を準用するものとする 
２ その他 

 

（１）入札等担当部局 

   〔住 所〕 〒８１７－０３２２ 

         長崎県対馬市美津島町雞知乙１１６８番７ 
   〔名 称〕 長崎県対馬病院事務部総務課財務係 
   〔電 話〕 ０９２０－５４－７１１１ 
   〔ＦＡＸ〕 ０９２０－５４－７１１０ 

 

（２）入札説明書に関する質問及び回答について 

 ア 質問できる期間は、令和７年４月２３日（水）から令和７年５月１３日（火）までとする。 

 イ 質問は書面により郵送で行うこと。（時間的に不可能でやむを得ない場合はＦＡＸも可とす
るが、伝送後直ちに原本を郵送すること。） 

 ウ 質問者は郵送又はＦＡＸを問わず、必ず提出先に着信を確認すること。 

 エ 質問回答に関する担当部局は２（１）入札等担当部局と同様とする。 

オ 令和７年５月１５日（木）までに回答するものとする。なお、個別事項は、当該者にＦＡＸ
にて回答することとするが、全参加者に関する事項については、長崎県病院企業団及び長崎
県対馬病院のホームページに掲載することとする。 

  ※不明な点等がある場合は、必ず期限までに質問すること。 

 

 

 

 

 

 


